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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五

法
第
三
十
三
条
の
五
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

第
五

法
第
三
十
三
条
の
五
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
業
紹
介
事
業
者
に
お
け
る
求
人
の
申
込
み
の
受
理
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

㈠

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
求
人
者
に
対
し
、
求
人
の
申

込
み
が
法
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
否
か

を
申
告
さ
せ
る
べ
き
こ
と
。

㈡

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
求
人
の
申
込
み
が
法
第
五
条
の
五
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
は
、
当
該
求
人
の
申

込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

二
～
八

（
略
）

十

職
業
紹
介
事
業
者
が
行
う
離
職
状
況
に
係
る
調
査
に
関
す
る
事
項

九

職
業
紹
介
事
業
者
が
行
う
離
職
状
況
に
係
る
調
査
に
関
す
る
事
項

㈠

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

㈠

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
情
報
の
提
供
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
の

る
情
報
の
提
供
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
の

う
ち
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
（
以
下
こ
の
十
に

う
ち
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
（
以
下
こ
の
九
に

お
い
て
「
無
期
雇
用
就
職
者
」
と
い
う
。
）
が
職
業
安
定
法
施
行
規
則

お
い
て
「
無
期
雇
用
就
職
者
」
と
い
う
。
）
が
職
業
安
定
法
施
行
規
則

第
二
十
四
条
の
八
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う

第
二
十
四
条
の
八
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
無
期
雇
用
就
職
者
に
係
る
雇
用
主
に
対
し

か
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
無
期
雇
用
就
職
者
に
係
る
雇
用
主
に
対
し

、
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

、
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）


